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第 502回 企業会計基準委員会議事概要 

 

I. 日 時  2023年 5月 29日（月） 13時 30分～14時 40分 

II. 場 所  財務会計基準機構 会議室 

III.議 題 

（審議事項） 

(1) 実務対応報告公開草案「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する

当面の取扱い（案）」【公表議決】 

(2) 金融資産の減損に関する会計基準の開発 

(3) 日本公認会計士協会が公表した実務指針等の移管 

(4) 四半期報告書制度の見直しへの対応 

(5) 専門委員の選任 

 

本企業会計基準委員会は、一般の傍聴は Zoomウェビナーを利用して実施した。 

 

IV. 議事概要 

（審議事項） 

(1) 実務対応報告公開草案「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する

当面の取扱い（案）」【公表議決】 

中條常勤委員及び村瀬アシスタント・ディレクターより、次の公開草案について説明がなさ

れ、審議・採決が行われた。採決の結果、字句等の修正は委員長に一任することを前提に、出

席委員全員の賛成をもって公表することが決議された。 

 実務対応報告公開草案「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に

関する当面の取扱い（案）」 

 企業会計基準公開草案「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」の一部改正案 

また、日本公認会計士協会に対して公開草案に関連する同協会の実務指針の改正を依頼する

ことが了承された。 

 会計制度委員会報告第 8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成

に関する実務指針」の改正案 

(2) 金融資産の減損に関する会計基準の開発 

紙谷副委員長、越智ディレクター及び山本専門研究員より、ステップ 2を採用する金融機関

における購入又は組成した信用減損金融資産の取扱い、及びステップ 2を採用する金融機関に

おける開示について説明がなされ、第 200回金融商品専門委員会（2023年 5月 24日開催）に

おける検討状況も踏まえ、審議が行われた。 

(3) 日本公認会計士協会が公表した実務指針等の移管 

紙谷副委員長及び越智ディレクターより、日本公認会計士協会が公表した実務指針等の企業

会計基準委員会への移管についての意見募集文書「日本公認会計士協会が公表した実務指針等

の移管に関する意見の募集」の文案（「コメントの募集」の文案を含む。）について説明がなさ
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れ、審議が行われた。審議の結果、可能であれば、次回の委員会において意見募集文書の公表

議決に関する審議を行いたい旨が説明された。 

(4) 四半期報告書制度の見直しへの対応 

中條常勤委員より、四半期報告書制度の見直しへの対応について説明がなされ、審議が行わ

れた。審議の結果、当委員会の新規テーマとして取り上げること、その検討内容について専門

委員会ではなく、当委員会において対応することが決定された。 

(5) 専門委員の選任 

川西委員長より、収益認識専門委員会の委員の選任について説明がなされ、審議が行われた。

審議の結果、原案のとおり決議され、委嘱の手続を行うこととされた。 

 

以 上 


